
 
令和８年二十歳のつどい 開催要項 

 
 
 
１ 趣 旨  人生の節目であるはたちを迎えたお祝いをするとともに、彼らが

将来の輝かしい担い手としての自覚を持ち、社会人として責任あ

る行動がとれるよう、「成人の日」にちなんで開催する。 
 
２ 主 催  幸田町・幸田町教育委員会 
 
３ 日 時  令和８年１月１２日（月・祝） 

午後１時３０分～（受付 午後１時００分～） 
 
４ 場 所  幸田町民会館 さくらホール 
 
５ 内 容  式典及びアトラクション 
 
６ 対象者  平成１７年４月２日から平成１８年４月１日までに出生した者

で原則として町内在住者 
 
７ 運営等  この要項に定めるもののほか、式典に関し必要な事項は、主催関

係者が協議を行い、別に定める。 


